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生活支援サービスの附帯した高齢者向け住宅における 

サービス内容届出・公表事業事務処理要領 

 

２１福保高在第６９１号 

平成２２年９月１日 

（最終改正）２福保高在第１１２１号 

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ９ 日 

 

 

第１ 目的 

この事務処理要領は、生活支援サービスの附帯した高齢者向け住宅におけるサービス内容

届出・公表事業実施要綱（２１福保高在第６９０号。以下「要綱」という。）の実施について

必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第２ 生活支援サービスの附帯した高齢者向け住宅（以下「高齢者向け住宅」という。）に関する

届出様式及び添付書類 

 １ 公表届 

要綱第４の１（１）に定める公表届は別記第１号様式とし、「高齢者の居住の安定確保に関 

する法律」（平成１３年法律第２６号）第６条に基づく「サービス付き高齢者向け住宅」の登

録（以下「住宅登録」という。）申請時の添付書類のうち、次の資料を添付するものとする。 

なお、添付書類に不足がある場合には、必要な書類を添付することとする。 

（１）生活支援サービスに係る契約書 

（２）生活支援サービスの内容の詳細について説明する書類 

２ 公表変更届 

要綱第４の１（２）に定める公表変更届は別記第２号様式を使用する。 

 なお、住宅登録変更申請時の申請書及び添付書類で変更内容が確認できないときは、必要

な書類を添付することとする。 

３ 公表終了届 

   要綱第４の１（３）に定める公表終了届は別記第３号様式とする。 

４ 現況届 

  要綱第４の１（４）に定める現況届は別記第４号様式とし、次の資料を添付するものとす

る。 

（１）生活支援サービスに係る契約書 

（２）生活支援サービスの内容の詳細について説明する書類 

（３）当該住宅に関する入居案内パンフレット 

（４）提出済の公表届及び公表変更届並びに添付書類に変更がある場合は、変更が確認でき

る書類 

（５）その他知事が必要と認める書類 
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第３ 高齢者向け住宅に関する届出の受理 

１ 公表届等の提出があったときは、次の事項を審査し、当該届出書を受理する。 

（１）「高齢者の居住の安定確保に関する法律」（平成１３年法律第２６号）第６条に基づく

「サービス付き高齢者向け住宅」の登録を受けた住宅であること。 

（２）形式上の不備がないこと。 

（３）記載された内容が不十分でないこと。 

（４）記載された内容に明らかな虚偽がないこと。 

２ 第３の１の審査により１（１）から（４）までに該当しないと認める場合においては、そ

の補正を求めるものとする。 

３ 届出者が第３の２の補正に応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、受理

できない理由を付して、届出者に書類を返還する。 

 

第４ 届出内容の公表 

１ 要綱第４の２による別に定める事項とは、次の事項をいう。 

（１）住宅名 

（２）所在地 

（３）住宅事業者名（法人格を有していない場合等理由がある場合は、代理又は媒介に関わ

る事業者名） 

（４）住宅の戸数 

（５）生活支援サービスに係る契約書 

（６）生活支援サービスの内容の詳細について説明する書類 

  （７）連絡先 

  （８）その他知事が必要と認める事項 

 ２ 要綱第４の２による別に定める場合とは、次の場合をいう。 

  （１）要綱第４の１の規定に違反する場合 

  （２）「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第２６条に該当する場合 

  （３）その他知事が公表に適さないと認める場合 

 

 

   附 則 

  この要領は、平成２２年９月１日から施行する。 

 

附 則 

  この要領は、平成２３年１０月２０日から施行する。 

 

附 則 

  この要領は、決定の日から施行し、平成２３年１０月２０日から適用する。 
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附 則 

  この要領は、決定の日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

  この要領は、決定の日から施行する。ただし、平成３０年３月３１日までの登録の更新に係

る届出については、なお従前の例による。 

 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和３年３月１日から施行する。 

 


